
2024 年度上半期 『お客様のための業務運営』に関するご報告 

『お客様のための業務運営』に関する 2024 年度上半期（2024 年 9 月～2025 年 2 月）の取組み成果

についてご報告いたします。 

 

１． 顧客の最善の利益の追求 

【具体的な取組①お客様の声の管理】（原則２、原則２-注２、原則７、原則７-注） 

弊社では、お客様 1 人 1 人の声が、私たちの目指すべき業務運営の基礎になると考えています。 

時代に適した業務運営を実現するために、会社に寄せられたお客様の声を毎日の朝礼にて社内全体

で共有し、日々の業務改善や経営の改善に活かす取り組みを行っています。 

また、お客様の声を適宜業務運営に反映できるよう、毎月開催の全体会議で、お寄せいただいた苦

情や要望等の発生要因の分析及び改善状況の確認を行っています。 

さらに、お客様の声を自分本位な考えで報告しない、といったことがないよう、定期的なモニタリ

ングを実施し、常に役職員全員で業務改善、経営改善に取り組む社内風土を構築しています。 

【具体的な取組状況①お客様の声の管理】 

区分 LA1（件） LA2（件） 

2024 年 

(上半期) 

2023 年 2022 年 2024 年

(上半期) 

2023 年 2022 年 

御殿場店 47 108 98 229 192 338 

沼津店 35 74 52 291 379   326 

サントムーン店 63 113 77 363 651 691 

合計 145 295 227 883 1,222 1,355 

※言葉の定義 

LA1：苦情、お叱り、解約、満期日以降更新をしない 

LA2：要望、依頼、各種問い合わせ 

 

 

【具体的な取組状況②お客様の声（LA1）の内容分析】 

 

区分 件数（件） 

新契約関連 17 

収納関連 7 

保全関連 24 

保険金・給付金関連 10 

その他 87 

合計 145 
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ＬＡ１発生割合（原因別）

LA1発生割合（原因別） 契約関連

収納関連 保全関連

保険金・給付金関連 その他



お客様の声でいただいたご指摘事項についての具体的改善事例 

区分 主な事象と改善事例 

新契約関連 主な事象） 

最も多かったのは、「契約引受関連」に関する声でした。 

具体的な事例としては、自動車保険契約時登録番号の入力誤り、契約者で

ある法人の代表者氏名の誤り、被保険者の生年月日の誤りなどに関する声

をいただきました。 

 

改善事例） 

これらは申込書作成時点の確認不足、申込手続きのお客様確認項目の確認

不徹底などが原因に挙げられます。 

改善行動として、例えば自動車保険であれば、前年の保険証券などから情

報の確認をするだけでなく、車検証を用いて車両情報の確認をするなど、

公的資料との照合を行い、誤入力の連鎖を防止しています。また、お客様

との手続き時にも、重要項目等の確認ができるよう毎月の全体会議で不備

撲滅研修を実施しました。 

収納関連 主な事象） 

最も多かったのは、「口座振替・送金関連」に関する声でした。 

具体的な事例としては、解約手続きをしたにも関わらず保険料の引き落と

しがかかっている、保険料の振込をしたのに口座請求もかかっているなど

の声をいただきました。 

 

改善事例） 

契約手続き時や保険料の変更を伴う変更手続き時になどには、保険内容の

説明はもちろん、重要事項説明書の交付・説明、変更内容の説明とあわせ

て、保険料支払いスケジュール等を確実にお伝えしています。そして、そ

のお伝えした内容の記録を再徹底するため、毎日の朝礼で前日の全募集人

の手続き時の記録内容のチェックを行い、改善を図っています。 

保全関連 主な事象） 

最も多かったのは、損害保険契約の満期時に更新をしないとの申出をいた

だいた事案（18 件）でした。 

そのうち、免許返納や廃車等での保険利用の終了が 5 件、残りの 13 件

については、他代理店等で継続するという理由でした。自動車の購入時に

自動車販売店から一緒に自動車保険をすすめられて加入した、といった事

例や、保険料改定に伴い保険料が大幅にアップしたため他の保険会社で契

約をしたといった事例がありました。 

 

改善事例） 

保険料改定などの環境要因が主な原因で発生する不満などもありますが、

お客様自身も、できればそのまま同じ会社・担当者で継続していきたいと

のお言葉をいただくことも多くあります。お客様とのコミュニケーション

を今以上に密にすることで、個々のお客様が抱える固有のリスクを的確に



把握して、その対策をご案内することは、弊社にとって責務と考えます。

そこで、AI による業務改善・業務の効率化のための取組みを導入いたし

ました。これらを駆使することで、お客様とのコミュニケーションの質を

高め、お客様により長く信頼いただけるような環境構築をしてまいりま

す。 

保険金・給付金関連 主な事象） 

最も多かったのは、損害保険商品の保険金等支払手続に関する声でした。 

主なものとして、事故の対応状況の連絡がない、事故の対応が遅いといっ

たご不満がありました。 

 

改善事例） 

保険事故の対応を保険業の最重要項目の 1 つとして捉え、保険会社担当

者とのお客様対応の連絡窓口や対応状況の連絡方法の決定から、お客様へ

の保険金支払い有無の決定の連絡まで、保険会社・弊社の担当によって差

が生じないよう、弊社の事故管理簿による定期的な確認を実施していま

す。 

その他 主な事象） 

最も多かったのは、保険の解約のお申し出（64 件）でした。 

そのうち 48 件が、従業員の退職による法人保険の解約や、免許の返納・

廃車による自動車保険の解約、物件の売却による火災保険の解約で、残り

の 16 件が他代理店等で切り替えを行う（行った）ことによるものでし

た。 

また、今回の集計期間中において、弊社の電話受付システムの変更をした

ことにより、電話がつながりにくい、対応が不親切であるといったお叱り

（9 件）をいただきました。 

 

改善事例） 

保険の解約については、「保全関連」の改善事例同様、AI の活用による業

務改善・業務効率化を図ることで、お客様とのコミュニケーションの質を

高め、お客様により長く信頼いただけるような環境構築をしてまいりま

す。また、受付システムの変更に伴う対応については、対応方法のマニュ

アル化を行い、社内会議を通じて確認・実行することで改善しています

が、引き続き、その徹底状況のモニタリングや研修等を実施してまいりま

す。 

 

 

【具体的な取組②アフターフォロー活動】（原則２、原則２-注２、原則６-注 5） 

弊社でご契約をいただいているお客様へ、現況確認もあわせた季節のお便り発送以外に、ご契約か

ら一定期間を経過するお客様について、「ご要望チェックシート」を送付、または対面等にてご案

内しています。 

 

 



 

 

【具体的な取組状況②アフターフォロー活動】 

区分 ご要望チェックシート（件） 

案内数 要望あり 

2022 年度 実施期間 

2023 年 3 月～2023 年 8 月 

536 79 

2023 年度 実施期間 

2023 年 9 月～2024 年 2 月 

256 26 

2024 年度 実施期間 

2024 年 9 月～2025 年 2 月 

128 72 

 

ご要望シート対応 

当期期間内にご返信いただいた全 72 件に関して、お客様からいただいたご要望チェックシート

の記載内容について、毎日の朝礼にて社内全体で共有し、迅速・適切な対応を行っていることを

確認しました。また、幅広いご年齢層のお客様からご要望チェックシートにご返信いただくた

め、郵送での返送方法以外に、QR コード等のクラウドシステムを利用する等の工夫をしていま

す。 

 

２． 利益相反の適切な管理 

【具体的な取組】（原則３、原則３-注、原則 7、原則 7-注） 

弊社は、企業の子会社等や金融機関の関連会社としての保険募集代理店とは異なる、独立した保険

募集代理店です。設立以来、お客様に「不要な保険はお勧めしません」「決して保険契約の強要は

いたしません」と宣言し、これを実践してまいりました。 

上記宣言の実践のため、社内会議の定期開催、社内基準を満たしたメンバーで構成される推奨商品

選定委員会の開催、コンプライアンス遵守のための確認テストを実施しています。また、社内の評

価制度も、上記宣言の実践状況を評価項目とする態勢を整えています。 

【具体的な取組の状況】 

区分 会議・研修名称 2024 年度 上半期 

実施回数 

コンプライアンス関連 全体会議 6 回 

確認テスト １回 

（2 月：保険業法確認テスト） 

※社内作成の確認テストは全役職員が満点合格するまで繰り返し実施しています。 

 

３． 手数料等の明確化 

【具体的な取組】（原則４、原則 5-注 1） 

弊社は、お客様のご意向に関わらず代理店手数料が高い商品を提案するような行為は行わず、保険

会社のキャンペーンやインセンティブ等に左右されるような販売・推奨はいたしません。 

この取組みを遵守していくために、委員選抜の基準を設けた推奨商品選定委員会を設け、年に 2 回

これを実施し、推奨商品の選定方法や選定商品の見直し、また、その運営状況のモニタリングを実

施しています。 



なお、お客様からのご要望があれば、弊社が得る代理店手数料について、契約時に可能な限り開示

いたします。 

【具体手的な取組の状況】 

区分 会議・研修名称 2024 年度 上半期 

実施回数 

推奨方針関連 推奨商品選定委員会 2 回 

 

４． 重要な情報の分かりやすい提供 

【具体的な取組①】（原則５、原則５-注１、原則 5-注３、原則５-注４、原則５-注 5） 

弊社は、複数の保険会社を取り扱う乗合代理店であり、ご相談いただくお客様へご提案する保険

商品について、推奨理由を明確にお伝えする責任があります。 

そのため、提案時には、すべてのお客様に対して、独自のチェックシートを利用してお客様のご

意向を伺うとともに、その記録管理とモニタリングを徹底し、加えて、弊社の推奨販売に関わる

規程通りに運営されているかの確認を定期的に行っています。 

また、超高齢化社会・人生 100 年時代といわれる中、保険加入時はもちろん、加入後のフォロー

に関して、特に、高齢者（弊社基準：65 歳以上）、乗換募集（現在の保険を解約または減額させ

て新しい保険に加入すること）については、注意が必要な活動と位置づけ、継続して管理・監督

をしています。 

【具体的な取組の状況】 

区分 高齢者対応（件） 乗換募集（件） 

2024 年 

上半期 

2023 年 2022 年 2024 年 

上半期 

2023 年 2022 年 

御殿場店 155 271 317 4 23 34 

沼津店 77 115 149 1 1 2 

サントムーン店 53 75 73 17 36 38 

合計 285 461 529 22 60 74 

 

高齢者対応 

当期期間内全 285 件について、適切な高齢者対応（※注）がなされていることを確認しまし

た。 

（※注）65 歳以上の個人のお客様に対して、ご親族の同席対応や複数回面談を行う等の社内の

ルールを策定の上、募集記録にて、その実施状況を管理する取組みを行っています。 

 

乗換募集対応 

当期期間内全 22 件について、適切な乗換募集対応（※注）がなされていることを確認しまし

た。 

（※注）すでに加入している有効な保険契約を解約（減額）して新しい同種類の保険加入をして

いただく場合には、必ず不利益事項の説明を実施し、その記録を管理する取組みを行っていま

す。 

 

 

 



５． 顧客にふさわしいサービスの提供 

【具体的な取組 特定保険契約の取扱い】（原則６，原則６-注６、原則６-注７、原則 5、原則５-

注 3、原則 5-注 5） 

弊社では、特定保険契約（※注）について、特にお客様に誤認・誤解が起きやすい商品と考えてい

ます。お客様の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適当な勧誘とならな

いよう取組みを強化しています。 

具体的には、商品の開発・提供先である取り扱い保険会社との定期的な打ち合わせの実施、ご提案

前の段階でのチェックシートを用いた適合性確認、お客様への丁寧な情報提供、ご契約後の継続的

なアフターフォローを特に必要な活動と位置づけ、継続して管理・監督しています。 

（※注）金融商品取引法が準用される投資性の強い商品で、変額保険や外貨建保険等が該当しま

す。 

 

【具体的な取組状況① 特定保険契約のご提案前チェックシート利用状況】 

   

  

特定保険契約の取扱い対応 

当期期間内に特定保険契約をご提案したお客様のなかで、投資経験等がなく知識もない

と回答したお客様（全 4 件）について、社内規定に基づき、適切なリスク説明等を実施

したうえで、商品提案がなされていることを確認しました。 

 

【具体的な取組状況② 特定保険契約の契約後アフターフォロー活動状況】 

    

区分 特定保険アフターフォロー結果 

契約数 フォロー案内 

発送数 

要望ありの

返信数 

フォロー 

実施数 

フォロー率 

実施期間 

2024 年 9 月～

2025 年 2 月 

419 

法人 172 

個人 247 

271 41 258 

法人 167 

個人 91 

61％ 

    

特定保険契約のアフターフォロー対応 

計 419 件の変額保険・外貨建保険の契約者のうち、契約者が個人である 247 件につい

て、フォロー案内を送付しました。うち 41 件から返信があり、フォロー対応を行いま

した。うち 50 件については、電話または面談にてフォロー対応を行いました。契約者

が法人である 172 件について、うち 167 件は、面談等の方法でフォロー対応を実施し

ました。 

区分 特定保険 

提案件数 

チェックシート 

実施状況（件） 

投資経験等がなく知識もな

いと答えた方の人数（人） 

2021 年 19 19 12 

2022 年 24 24 10 

2023 年 20 20 6 

2024 年 上半期 19 19 4 



 

【具体的な取組状況③ 取り扱い保険会社との定期的な情報交換】 

 

 

 

 

 

 

６． 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 

【具体的な取組】（原則７、原則７-注） 

弊社では、各店舗での募集状況の管理やコンプライアンスの遵守状況の点検だけでなく、業務部門

の責任者による年間 4 回の自主点検（うち 1 回は顧問弁護士による外部監査）を行っています。 

 

実施日 自主点検時の指摘事項/改善事例 

2024 年 

9 月 11 日 

※顧問弁護士

による外部監

査 

・主な指摘事項 

■募集コンプライアンス  

・意向把握記録のシステムの入力、保管漏れ  

・推奨理由のシステムへの入力漏れ  

■顧客情報管理  

・個人情報記載のファイルがキャビネットの所定の場所にない 

・個人情報のデータ加工時の操作ミスにようお客様の宛名誤りの発生 

・改善事例 

■募集コンプライアンス  

意向把握記録や推奨提案記録も含めたお客様とのコンタクト履歴については、特

に営業社員が外出先からの帰社後に入力をする時間がないといった課題がありま

した。改善策として、営業社員にはボイスレコーダーを支給し、外出先等で発生

したお客様とのやりとりを録音して、帰社後にそれを文字起こししたデータを入

力することで、営業社員の業務効率化を図りつつ、記録漏れを防止する取組みを

実施しています。 

■顧客情報管理 

上記の事例では個人情報の流出事案にはならなかったものの、書類の紛失や他者

への契約情報の漏洩につながりかねない事案として社内会議で共有し、再発防止

についての確認を実施しました。 

所定のキャビネットへの保管・管理については、個人ロッカー等への顧客情報の

保管（一時的なものも含む）の禁止措置を講じ、データ加工時の操作ミスの対策

としては、複数人によるチェックを徹底しています。 

2025 年 

1 月 16 日 

 

・主な指摘項目 

■募集コンプライアンス  

・ 使用期限切れの商品パンフレットが残っている 

■顧客情報管理  

・持出管理簿の記入漏れがある  

・改善事例 

区分 取り扱い 

保険会社数 

打ち合わせ回数

(回) 

2023 年 13 156 

2024 年 上半期 13 78 



■募集コンプライアンス 

取扱保険会社ごとに社内担当を決めて帳票（パンフレット含む）の改定情報や商

品関連などの情報を社内周知していますが、各店舗にて管理していた帳票（パン

フレット含む）についての改定案内から発注までを社内担当が一貫して行うこと

とし、期限切れ帳票が速やかに廃棄され、最新の帳票との差し替えができるよう

よう運営しています。なお、社内周知の方法についても、朝礼での周知とあわせ

て、社内メールにて記録が残る形で行うようにしました。 

■顧客情報管理 

持ち出し管理簿の記録・管理については、人により記録漏れの差が生じている実

態に鑑み、記録漏れが多い社員については個別指導を行うとともに、記録のチェ

ック漏れの有無の確認を複数人で行うことで、改善を図っています。 

 

 

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」についての対象外項目 

※１  原則５注２  パッケージ商品として販売する商品がないため、方針の対象としません。  

※２  原則６注２  パッケージ商品として販売する商品がないため、方針の対象としません。  

※３  原則６注３  金融商品の組成に携わることがないため、方針の対象としません。  

※４  補充原則１  金融商品の組成に携わることがないため、方針の対象としません。  

※５  補充原則２、注１、注 2 金融商品の組成に携わることがないため、方針の対象と  

しません。  

   ※６  補充原則３、注１、注２、注３  金融商品の組成に携わることがないため、方針の  

対象としません。  

   ※７  補充原則４、注１、注２、注３  金融商品の組成に携わることがないため、方針の  

対象としません。  

   ※８  補充原則５、注１、注２  金融商品の組成に携わることがないため、方針の対象と  

しません。  

 

 

 

 

 

 



～お客さま本位の業務運営方針の原則２〜７に示されている内容と取組方針との対応関係～  

掲載・更新年月日 2025 年 7 月１日 

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表 

金融事業者の名称 株式会社吉野エージェンシー 

■取組方針掲載ページの URL  : https://www.yoshinoag.co.jp/information/5788 

■取組状況掲載ページの URL ： https://www.yoshinoag.co.jp/information/5788 

原則 実施・不実施 取組方針の該当箇所 取組状況の該当箇所 

原
則
２ 

【顧客の最善の利益の追求】 

金融事業者は、高度の専門性

と職業倫理を保持し、顧客に

対して誠実・公正に業務を行

い、顧客の最善の利益を図る

べきである。金融事業者は、

こうした業務運営が企業文化

として定着するよう努めるべ

きである。 

実施 １.顧客の最善の利益の追求 

具体的な取組 

①お客様の声の管理,具体的

な取組 

②アフターフォロー活動 

１.顧客の最善の利益の追求 

具体的な取組状況 

①お客様の声の管理,具体的

な取組状況 

②アフターフォロー活動 

（注）金融事業者は、顧客と

の取引に際し、顧客本位の良

質なサービスを提供し、顧客

の最善の利益を図ることによ

り、自らの安定した顧客基盤

と収益の確保につなげていく

ことを目指すべきである。 

実施 １.顧客の最善の利益の追求 

具体的な取組 

①お客様の声の管理,具体的

な取組 

②アフターフォロー活動 

１.顧客の最善の利益の追求 

具体的な取組状況 

①お客様の声の管理,具体的

な取組状況 

②アフターフォロー活動 

原
則
３ 

 

【利益相反の適切な管理】 

 金融事業者は、取引にお

ける顧客との利益相反の可

能性について正確に把握

し、利益相反の可能性があ

る場合には、当該利益相反

を適切に管理すべきであ

る。金融事業者は、そのた

めの具体的な対応方針をあ

らかじめ策定すべきであ

る。 

実施 ２.利益相反の適切な管理 

具体的な取組 

２.利益相反の適切な管理 

具体的な取組の状況 

(注)金融事業者は、利益相

反の可能性を判断するに当

たって、例えば、以下の事

情が取引又は業務に及ぼす

影響についても考慮すべき

である。 ・ 金融商品の販

売に携わる金融事業者が、

金融商品の顧客への販売・

実施 ２.利益相反の適切な管理 

具体的な取組 

２.利益相反の適切な管理 

具体的な取組の状況 



推奨等に伴って、当該商品

の提供会社から、委託手数

料等の支払を受ける場

合 ・ 金融商品の販売に携

わる金融事業者が、同一グ

ループに属する別の会社か

ら提供を受けた商品を販

売・推奨等する場合 ・ 同

一主体又はグループ内に法

人営業部門と運用部門を有

しており、当該運用部門

が、資産の運用先に法人営

業部門が取引関係等を有す

る企業を選ぶ場合  

原
則
４ 

【手数料等の明確化】 

 金融事業者は、名目を問

わず、顧客が負担する手数

料その他の費用の詳細を、

当該手数料等がどのような

サービスの対価に関するも

のかを含め、顧客が理解で

きるよう情報提供すべきで

ある。 

実施 ３.手数料等の明確化 

具体的な取組 

３.手数料等の明確化 

具体手的な取組の状況 

原
則
５ 

【重要な情報の分かりやす

い提供】 

 金融事業者は、顧客との

情報の非対称性があること

を踏まえ、上記原則４に示

された事項のほか、金融商

品・サービスの販売・推奨

等に係る重要な情報を顧客

が理解できるよう分かりや

すく提供すべきである。 

実施 ４.重要な情報の分かりや

すい提供 

具体的な取組① 

４.重要な情報の分かりや

すい提供 

具体的な取組の状況 

（注 1）重要な情報は以下

の内容が含まれるべきであ

る 

・顧客に対して販売・推奨

等を行う金融商品・サービ

スの基本的な利益（リター

ン）、損失その他のリス

ク、取引条件 

・顧客に対して販売・推奨

実施 ４.重要な情報の分かりや

すい提供 

具体的な取組① 

４.重要な情報の分かりや

すい提供 

具体的な取組の状況 



等を行う金融商品の組成に

携わる金融事業者が販売対

象として想定する顧客属性 

・顧客に対して販売・推奨

等を行う金融商品・サービ

スの選定理由（顧客のニー

ズ及び意向を踏まえてのも

のであると判断する理由を

含む） 

・顧客に販売・推奨等を行

う金融商品・サービスにつ

いて、顧客との利益相反の

可能性がある場合には、そ

の具体的内容（第三者から

受け取る手数料等を含む）

及びこれが取引又は業務に

及ぼす影響 

（注２）金融事業者は、複

数の金融商品・サービスを

パッケージとして販売・推

奨等するには、個別に購入

することが可能であるか否

かを顧客に示すとともに、

パッケージ化する場合とし

ない場合を顧客が比較する

ことが可能となるよう、そ

れぞれの重要な情報につい

て提供すべきである（（注

２）～（注５）は手数料等

の情報を提供する場合にお

いても同じ）。 

非該当 非該当につき※１に記載

に記載しています 

非該当につき※１に記載

しています 

（注３）金融事業者は、顧

客の取引経験や金融知識を

考慮の上、明確、平易であ

って、誤解を招招くことの

ない誠実な内容の情報提供

を行うべきである。 

実施 ４.重要な情報の分かりや

すい提供 

具体的な取組① 

４.重要な情報の分かりや

すい提供 

具体的な取組の状況 

（注４）金融事業者は、顧

客に対して販売・推奨等を

行う金融商品・サービスの

複雑さに見合った情報提供

を、分かりやすく行うべき

実施 ４.重要な情報の分かりや

すい提供 

具体的な取組① 

４.重要な情報の分かりや

すい提供 

具体的な取組の状況 



である。単純でリスクの低

い商品の販売・推奨等を行

う場合には簡潔な情報提供

とする一方、複雑又はリス

クの高い商品の販売・推奨

等を行う場合には、顧客の

おいて同種の商品の内容と

比較することが容易となる

ように配慮した資料を用い

つつ、リスクとリターンの

関係など基本的な構造を含

め、より分かりやすく丁寧

な情報提供がなされるよう

工夫すべきである。 

（注５）金融事業者は、顧

客に対して情報を提供する

際には、情報を重要性に応

じて区別し、より重要な情

報については特に強調する

などして顧客の注意を促す

べきである。 

実施 ４.重要な情報の分かりや

すい提供 

具体的な取組① 

４.重要な情報の分かりや

すい提供 

具体的な取組の状況 

原
則
６ 

【顧客にふさわしいサービ

スの提供】 

 金融事業者は、顧客の資

産状況、取引経験、知識及

び取引目的・ニーズを把握

し、当該顧客にふさわしい

金融商品・サービスの組

成、販売・推奨等を行うべ

きである。 

実施 ５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組 特定保険

契約の取扱い 

５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組状況① 

特定保険契約のご提案前

チェックシート利用状況,

具体的な取組状況②  

特定保険契約の契約後ア

フターフォロー活動状況 

（注 1）金融事業者は、金

融商品・サービスの販売・

推奨等に関し、以下の点に

留意すべきである。 

・顧客の意向を確認した上

で、まず、顧客のライフプ

ラン等を踏まえた目標資産

額や安全資産と投資性資産

の適切な割合を検討し、そ

れに基づき、具体的な金融

商品・サービスの提案を行

うこと 

実施 ５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組 特定保険

契約の取扱い 

５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組状況① 

特定保険契約のご提案前

チェックシート利用状況,

具体的な取組状況②  

特定保険契約の契約後ア

フターフォロー活動状況 



・具体的な金融商品・サー

ビスの提案は、自らが取り

扱う金融商品・サービスに

ついて、各業法の枠を超え

て横断的に、類似商品・サ

ービスや代替商品・サービ

スの内容（手数料を含む）

と比較しながら行うこと 

・金融商品・サービスの販

売後において、顧客の意向

に基づき、長期的な視点も

考慮した、適切なフォロー

アップを行うこと 

（注 2）金融事業者は、複

数の金融商品・サービスを

パッケージとして販売・推

奨等をする場合には、当該

パッケージ全体が当該顧客

にふさわしいかについて留

意すべきである。 

非該当 非該当につき※２に記載 非該当につき※２に記載 

（注 3）金融商品の組成に

携わる金融事業者は、商品

の組成に当たり、商品の特

性等を踏まえて、販売対象

として想定する顧客属性を

特定・公表するとともに、

商品の販売に携わる金融事

業者においては、それを十

分に理解した上で、自らの

責任の下、顧客の適合性を

判断し、金融商品の販売を

行うべきである。 

非該当 非該当につき※３に記載 非該当につき※３に記載 

（注 4）金融事業者は、特

に、複雑又はリスクの高い

金融商品の販売・推奨等を

行う場合や、金融取引被害

を受けやすい属性の顧客グ

ループに対して商品の販

売・推奨等を行う場合に

は、商品や顧客の属性に応

じ、当該商品の販売・推奨

等が適当かより慎重に審査

実施 ５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組 特定保険

契約の取扱い 

５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組状況① 

特定保険契約のご提案前

チェックシート利用状況,

具体的な取組状況②  

特定保険契約の契約後ア

フターフォロー活動状況 



すべきである。 

（注 5）金融事業者は、従

業員がその取り扱う金融商

品の仕組み等に係る理解を

深めるよう努めるととも

に、顧客に対して、その属

性に応じ、金融取引に関す

る基本的な知識を得られる

ための情報提供を積極的に

行うべきである。 

実施 ５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組 特定保険

契約の取扱い 

５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組状況① 

特定保険契約のご提案前

チェックシート利用状況,

具体的な取組状況②  

特定保険契約の契約後ア

フターフォロー活動状況 

（注６）金融商品の販売に

携わる金融事業者は、商品

の複雑さやリスク等の金融

商品の特性等に応じて、製

販全体として顧客の最善の

利益を実現するため、金融

商品の組成に携わる金融事

業者に対し、金融商品を実

際に購入した顧客属性に関

する情報や、金融商品に係

る顧客の反応や販売状況に

関する情報を提供するな

ど、金融商品の組成に携わ

る金融事業者との連携を図

るべきである。 

実施 ５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組 特定保険

契約の取扱い 

５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組状況③ 

取り扱い保険会社との定

期的な情報交換 

（注７）金融商品の販売に

携わる金融事業者は、商品

の複雑さやリスク等の金融

商品の特性等に応じて、プ

ロダクトガバナンスの実効

性を確保するために金融商

品の組成に携わる金融事業

者においてどのような取組

みが行われているかの把握

に努め、必要に応じて、金

融商品の組成に携わる金融

事業者や商品の選定等に活

用すべきである。 

実施 ５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組 特定保険

契約の取扱い 

５.顧客にふさわしいサー

ビスの提供 

具体的な取組状況③ 

取り扱い保険会社との定

期的な情報交換 

原
則
７ 

 

【従業員に対する適切な動

機づけの枠組み等】 

 金融事業者は、顧客の最

善の利益を追求するための

実施 ６.従業員に対する適切な

動機づけの枠組み等 

具体的な取組 

６.従業員に対する適切な

動機づけの枠組み等 

自主点検時の指摘事項改

善事例 



行動、顧客の公正な取扱

い、利益相反の適切な管理

等を促進するように設計さ

れた報酬・業績評価体系、

従業員研修その他の適切な

動機づけの枠組みや適切な

ガバナンス体制を整備すべ

きである。 

（注）金融事業者は、各原

則（これらに付されている

注を含む）に関して実施す

る内容及び実施しない代わ

りに講じる代替策の内容に

ついて、これらに携わる従

業員に周知するとともに、

当該従業員の業務を支援・

検証するための体制を整備

すべきである。 

実施 ６.従業員に対する適切な

動機づけの枠組み等 

具体的な取組 

６.従業員に対する適切な

動機づけの枠組み等 

自主点検時の指摘事項改

善事例 

補
充
原
則
１ 

【基本理念】 

金融商品の組成に携わる金

融事業者は、金融商品やサ

ービスの提供を通じて、顧

客に付加価値をもたらすと

同時に自身の経営を持続可

能なものとするために、金

融商品の組成に携わる金融

事業者の経営者として十分

な資質を有する者のリーダ

ーシップの下、顧客により

良い金融商品を提供するた

めの理念を明らかにし、そ

の理念に沿ったガバナンス

の構築と実践を行うべきで

ある。 

非該当 非該当につき※４に記載 非該当につき※４に記載 

補
充
原
則
２ 

【体制整備】 

金融商品の組成に携わる金

融事業者は、顧客により良

い金融商品を提供するため

の理念を踏まえ、金融商品

のライフサイクル全体のプ

非該当 非該当につき※５に記載 非該当につき※５に記載 



ロダクトガバナンスについ

て実効性を確保するための

体制を整備すべきである。 

その上で、金融商品の組成

に携わる金融事業者は、金

融商品の組成・提供・管理

の各プロセスにおける品質

管理を適切に行うととも

に、これらの実効性を確保

するための体制を整備すべ

きである。 

（注１）金融商品の組成に

携わる金融事業者は、金融

商品の組成から償還に至る

金融商品のライフサイクル

全体を通じたプロダクトガ

バナンスの実効性や組成・

提供・管理の各プロセスに

おける品質管理の実効性を

確保するために、管理部門

等による検証の枠組みを整

備すべきである。その事業

規模や提供する金融商品の

特性等に応じて、必要な場

合には、社外取締役や外部

有識者のほか、ファンドの

評価等を行う第三者機関等

からの意見を取り入れる仕

組みも検討すべきである。 

非該当 非該当につき※５に記載 非該当につき※５に記載 

（注２）金融商品の組成に

携わる金融事業者は、プロ

ダクトガバナンスの実効性

に関する検証等を踏まえ、

適時にプロダクトガバナン

スの確保に関する体制を見

直すなど PDCA サイクル

を確立すべきである。 

非該当 非該当につき※５に記載 非該当につき※５に記載 

補
充
原
則
３ 

【金融商品の組成時の対

応】 

金融商品の組成に携わる金

融事業者は、顧客の真のニ

ーズを想定した上で、組成

非該当 非該当につき※６に記載 非該当につき※６に記載 



する金融商品がそのニーズ

に最も合致するものである

かを勘案し、商品の持続可

能性や金融商品としての合

理性等を検証すべきであ

る。 また、商品の複雑さ

やリスク等の金融商品の特

性等に応じて、顧客の最善

の利益を実現する観点か

ら、販売対象として適切な

想定顧客属性を特定し、金

融商品の販売に携わる金融

事業者において十分な理解

が浸透するよう情報連携す

べきである。 

（注１）金融商品の組成に

携わる金融事業者は、組成

する金融商品が中長期的に

持続可能な商品であるかを

検証するとともに、恣意性

が生じない適切な検証期間

の下でリスク・リターン・

コストの合理性を検証すべ

きである。 

非該当 非該当につき※６に記載 非該当につき※６に記載 

（注２）金融商品の組成に

携わる金融事業者は、想定

顧客属性を特定するに当た

っては、商品の複雑さやリ

スク等の金融商品の特性等

に応じて、顧客の資産状

況、取引経験、知識及び取

引目的・ニーズ等を基本と

して具体的に定めるべきで

あり、必要に応じて想定さ

れる販売方法にも留意すべ

きである。その際、商品を

購入すべきでない顧客（例

えば、元本毀損のおそれの

ある商品について、元本確

保を目的としている顧客

等）も特定すべきである。

また、複雑な金融商品や運

非該当 非該当につき※６に記載 非該当につき※６に記載 



用・分配手法等が特殊な金

融商品については、どのよ

うな顧客ニーズに合致させ

るよう組成しているのか、

また、それが当該金融商品

に適切に反映されているか

検証を行い、より詳細な想

定顧客属性を慎重に特定す

べきである。 

（注３）金融商品の組成に

携わる金融事業者は、製販

全体として最適な金融商品

を顧客に提供するため、顧

客のニーズの把握や想定顧

客属性の特定に当たり、商

品の複雑さやリスク等の金

融商品の特性等に応じて、

金融商品の販売に携わる金

融事業者との情報連携や必

要に応じて実態把握のため

の調査等に取り組むべきで

ある。また、金融商品組成

後の検証の実効性を高める

観点から、金融商品の販売

に携わる金融事業者との間

で連携すべき情報等につい

て、事前に取決めを行うべ

きである。 

 

非該当 非該当につき※６に記載 非該当につき※６に記載 

補
充
原
則
４ 

【金融商品の組成後の対

応】 

金融商品の組成に携わる金

融事業者は、金融商品の組

成時に想定していた商品性

が確保されているかを継続

的に検証し、その結果を金

融商品の改善や見直しにつ

なげるとともに、商品組

成・提供・管理のプロセス

を含めたプロダクトガバナ

ンスの体制全体の見直しに

も、必要に応じて活用すべ

非該当 非該当につき※７に記載 非該当につき※７に記載 



きである。 また、製販全

体として顧客の最善の利益

を実現するため、金融商品

の販売に携わる金融事業者

との情報連携等により、販

売対象として想定する顧客

属性と実際に購入した顧客

属性が合致しているか等を

検証し、必要に応じて運

用・商品提供の改善や、そ

の後の金融商品の組成の改

善に活かしていくべきであ

る。 

（注１）金融商品の組成に

携わる金融事業者は、商品

性の検証に当たっては、恣

意性が生じない適切な検証

期間の下でリスク・リター

ン・コストのバランスが適

切かどうかを継続的に検証

すべきである。当該金融商

品により提供しようとして

いる付加価値の提供が達成

できない場合には、金融商

品の改善、他の金融商品と

の併合、繰上償還等の検討

を行うとともに、その後の

商品組成・提供・管理のプ

ロセスを含めたプロダクト

ガバナンス体制の見直しに

も、必要に応じて活用すべ

きである。 

非該当 非該当につき※７に記載 非該当につき※７に記載 

（注２）金融商品の組成に

携わる金融事業者は、商品

の複雑さやリスク等の金融

商品の特性等に応じて、商

品組成後の検証に必要な情

報の提供を金融商品の販売

に携わる金融事業者から受

けるべきである。情報連携

すべき内容は、より良い金

融商品を顧客に提供するた

非該当 非該当につき※７に記載 非該当につき※７に記載 



めに活用する観点から実効

性のあるものであるべきで

あり、実際に購入した顧客

属性に係る情報のほか、例

えば顧客からの苦情や販売

状況等も考えられる。金融

商品の販売に携わる金融事

業者から情報提供を受けら

れない場合には、必要に応

じて金融商品の販売方法の

見直しも検討すべきであ

る。また、金融商品の販売

に携わる金融事業者から得

られた情報を踏まえた検証

結果については、必要に応

じて金融商品の販売に携わ

る金融事業者に還元すべき

である。 

（注３）金融商品の組成に

携わる金融事業者は、運用

の外部委託を行う場合、外

部委託先における運用につ

いても検証の対象とし、そ

の結果を踏まえて、必要に

応じて金融商品の改善や見

直しを行うべきである。金

融商品の組成に携わる金融

事業者と金融商品の販売に

携わる金融事業者の間で連

携する情報については、必

要に応じて外部委託先にも

連携すべきである。 

非該当 非該当につき※７に記載 非該当につき※７に記載 

補
充
原
則
５ 

【顧客に対する分かりやす

い情報提供】 

金融商品の組成に携わる金

融事業者は、顧客がより良

い金融商品を選択できるよ

う、顧客に対し、運用体制

やプロダクトガバナンス体

制等について分かりやすい

情報提供を行うべきであ

る。 

非該当 非該当につき※８に記載 非該当につき※８に記載 



（注１）金融商品の組成に

携わる金融事業者は、顧客

に対し、自ら又は必要に応

じて金融商品の販売に携わ

る金融事業者を通じて、そ

の運用体制について個々の

金融商品の商品性に応じた

情報提供を行うべきであ

る。例えば、運用を行う者

の判断が重要となる金融商

品については、当該金融事

業者のビジネスモデルに応

じて、運用責任者や運用の

責任を実質的に負う者につ

いて、本人の同意の下、氏

名、業務実績、投資哲学等

を情報提供し、又は運用チ

ームの構成や業務実績等を

情報提供するべきである。 

非該当 非該当につき※８に記載 非該当につき※８に記載 

（注２））金融商品の組成

に携わる金融事業者は、金

融商品の商品性に関する情

報についても、金融商品の

販売に携わる金融事業者と

連携して、分かりやすい情

報提供を行うべきである。 

非該当 非該当につき※８に記載 非該当につき※８に記載 
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